
別記第6号様式

施設名 施設番号 　K211

前年度の評価結果に基づく現状分析
（平成２８年度）

改善計画
（平成２８年度末時点）

職員の顔
写真をフロ
アに掲示
すること

について

職員の顔と名前が分かり、利用者や家族との関係
性構築の一助にはなり得る一方で、顔写真が継
続的に掲示されることに伴い心理的な負担を感じ
る職員がいることや、異動や時間の経過等による
更新作業の煩雑さが懸念される。しかし、居室担
当者が一生懸命に様々な取組をしている事につ
いて、家族にも理解してもらいたい部分がある。

居室担当者氏名について居室内に掲示することと
する。

車いすの
汚れ

について

汚れが分かっていても、特に特殊な車いすの場合
は、代替がないが故に洗浄ができない場合があ
る。

食品等で汚れた場合でも、車いす本体の洗浄が
必要とならないよう、座面シートを覆う簡易的なカ
バーの作成を試行することとする。

散歩の希
望が多くあ
る事

について

個別的なニーズに基づく外出は以前に比べ回数
が増え、ベランダ等のちょっとした外出も、勤務体
制を見ながら時間を見つけて行っている。

頻繁に面会がある家族も多いため、面会時の外
出等について協力を求めたい。併せて、時間を見
つけて散歩等が出来るよう、各職員が意識できる
よう周知する。

対応のば
らつきや、
一部特定
の職員に
対する不
満がある事

について

個別的な指摘については、特定の出来事につい
て把握したい部分はあるが、多くは接遇に関する
課題と受け止める。

従来通り、何らかの問題がある場合には上司から
の指導に加え、職員間でその場で話ができるよう
にする。また、利用者やフロアの状況によっては、
忙しさから余裕が無くなったり、イライラした態度が
表に出てしまったりする事もあり得る。そのような場
合には、職員相互で配慮し、気持ちを切り替える
時間を当該職員に設ける等により対応する。

ミキサー食
だと何を食
べているか
解り難い、
という事

について

デイルームにはメニューが記載されているが、サ
ブデイルームには無いフロアがある。

掲示すると共に、配膳時にはメニューについて一
言添える等の配慮をする。

職員の入
室時にノッ
クが無い、
という事

について

ノックをしていても、利用者の耳には届いていない
という事もあり得るが、他者の居室へ入室する職員
の姿を見ている、と言う事も考えられる。

いずれにしても、入室時にはノックをするという原
則的な対応を改めて実行する。

※この様式は、「平成２８年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱」の規定に基づき、利用者の皆様にお知らせするためのものです。

※第三者評価（又は利用者に対する調査）の結果は、施設において公表しているほか、「とうきょう福祉ナビゲーション」によりインターネットでも閲覧できます。

　
　１　実施済み

　４　実施予定（平成　　　年　　　月ごろ）

　具体的には以下のとおりです。

　
　１　実施済み

　５　実施予定（平成　　　年　　　月ごろ）

　具体的には以下のとおりです。

※「項目」は、第三者評価における「さらなる改善が望まれる点」などを参照に、施設が独自に決めています。

「福祉サービス第三者評価」を踏まえたサービス改善計画・実施状況

実施状況（予定を含む）
（平成２９年４月３０日時点）

　
　１　実施済み

　２　実施予定（平成　　　年　　　月ごろ）

　具体的には以下のとおりです。

　
　１　実施済み

　２　実施予定（平成　　　年　　　月ごろ）

　具体的には以下のとおりです。

　
　１　実施済み

　２　実施予定（平成　　　年　　　月ごろ）

　具体的には以下のとおりです。

特別養護老人ホームマザアス日野

　
　１　実施済み

　３　実施予定（平成　　　年　　　月ごろ）

　具体的には以下のとおりです。

項目 


